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ＩＰニュース 

世界知的所有権機関：2012 年の知的財産権出願は増加勢いが明らか 

2012 年、特許協力条約（PCT）に基づく国

際特許出願が昨年より 6.6%増加した。米国

はトップ、日本は2位で、両国のPCT国際出

願件数がおよそ全体の半数を占め、4 位の

中国は出願件数が18627件で、世界のPCT

総出願件数の 9.6%を占めた。特に、中国の

電気通信業界における中興通訊は、出願件

数が 3906 件で、昨年の PCT 国際出願件数

が最も多い出願者となった。 

マドリッドプロトコルによる商標の国際出

願件数は 44018 件に達し、昨年より 4.1%増加した。ドイツ、米国、フランスが上位 3 位を独占

し、その内ドイツの出願件数は 6545 件に達した。中国の出願件数は 2179 件で、第 7 位を

占めた。 

全文：http://www.sipo.gov.cn/yw/2013/201303/t20130320_788532.html 
 

中国企業の欧州特許庁特許出願の増加速度は世界一になった 

3 月 6 日、欧州特許局により、「中国企業の欧州特許庁に提出した特許出願件数が全体

の 7.3%を占め、昨年同期比 11.1%増加し、増加速度は世界一になった。」と発表された。特

許出願件数の世界ランキングにおいて、中国の通信機器大手・中興通訊（ZTE）は1年間で

順位を 33 位から 10 位に上げ、華為技術（ファーウェイ）は 20 位以内に入った 2 社目の中

国企業となった。 

全文：http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201303/t20130311_787673.html 

 

『2013 年国家知的財産権戦略実施推進計画』が発表された 

3 月 21 日、『2013 年国家知的財産権戦略実施推進計画』が発表された。今年の戦略業

務の重点任務として、知的財産権創造レベルの向上、重点産業における知的財産権の組

立の強化、知的財産権運用の促進、知的財産権保護の強化、知的財産権管理能力の向

上、知識財産権サービス業の発展、知的財産権文化の建設と知的財産権戦略組織の実

施レベルの向上を挙げている。 

全文：http://www.sipo.gov.cn/yw/2013/201303/t20130321_788720.html 

 

『2013 年全国知的財産権人材育成計画』が発布された 

先日、国家知識産権局により、『2013 年全国知的財産権人材育成計画』が作成、印刷公

布された。この計画は、社会ニーズを出発点とし、党政リーダー、企業・事業単位の人員、

知的財産権サービス業人員などの重点対象を設定している。 

全文：http://www.sipo.gov.cn/yw/2013/201303/t20130320_788517.html 

春の花（台湾）            撮影：丁辰 
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田力普：台湾人弁理士の大陸就職は、今年から福建省で試行 

台湾人弁理士が大陸で就職することが可能になり、今年から福建省で試行し始める。田

力普は、「台湾地区業者の大陸への出願特許件数が 8 位で、台湾系企業は既に大陸の知

的財産権という大家族の一員となっている。両岸の企業間における特許技術の実施、転移

などの面に関する提携も深まっている。」と指摘した。 

全文：http://www.sipo.gov.cn/yw/2013/201303/t20130305_787008.html 

 

大学における知的財産権の実施と転化を積極に推進 

発明特許出願を例として、2011年の我国国内の職務発明特許出願が324224件に達し、

その内、大学による職務発明特許出願件数は 63028 件で、19.4%を占めた。授権した職務

発明特許において、大学は 26616 件に達し、28.0%を占め、比率が一層増加した。 

全文：http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201303/t20130320_788489.html 

 

知的財産権案件の裁判重点が明確：「傍名牌」行為を取締 

3 月 21 日、中国最高人民法院により、「知的財産権案件の裁判重点」が明確にされた。

商標模倣、悪意ある商標登録申請など商業標識に関する権利侵害行為を厳しく規制し、知

名商標の保護力をさらに強め、各種の「傍名牌」」（有名ブランドの便乗使用）行為を取り締

まることを要求する。 

全文：http://www.chinanews.com/gn/2013/03-21/4665823.shtml 

 

 

中国ネット著作権連盟が北京で設立した 

2 月 28 日、中国ネット著作権連盟が北京で設立した。人民教育出版社、北京京都世紀

文化発展有限公司、青島国際著作権取引センター、新浪、捜狐、奇虎、百度等の25社は、

「中国ネット著作権連盟自律公約」を共同締結し、中国ネット著作権保護連盟を結成した。 

全文：http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201303/t20130306_787042.html 
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ビジネスニュース 

2011－2012 年主要な国・地域別の輸出入商品の総額表 

  

全文：http://www.customs.gov.cn/default.aspx?tabid=400 

 

新法速達 

価格行政処罰手順規定 

国家発展・改革委員会が 11 日、6 日に公布の『価格行政処罰手順規定』を正式発表した。

規定により、価格管理部門が法律、法規、規則の規定に基づいて行政処罰を実行し、法定

依拠が存在せず、又は法定プロセスを遵守しない場合、行政処罰は無効とされる。当事者

の同一価格違法行為に対して、2 つ以上の価格管理部門が管轄権を有する場合、先に立

案した価格管理部門が管轄し、2 つ以上の価格管理部門が管轄権に争議が発生した場合、

共同の上級価格管理部門が管轄を指定する。価格管理部門が法に従い価格活動に監督

検査を行う際に、『価格法』第 34 条で列挙された職権を行使する必要がある場合、公民、

法人又はその他組織に検査通知書を発行しなければならない。 

全文：http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2013ling/t20130311_532052.htm 

 

職業病診断・鑑定管理弁法 

衛生部が 18 日、2 月 19 日に公布の『職業病診断・鑑定管理弁法』を正式発表した。弁法

により、労働者は職業病診断と鑑定において診断機構を選択する権利、情報取得の権利、

労働仲裁申請の権利、異議申し立ての権利、鑑定専門家の選択権利及びプライバシー保

護の権利を享有すること。また、労働者は、雇用単位が提供した勤務場所の職業病危害要
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素検査結果等の資料に対して異議がある場合、職業病診断機構が雇用単位所在地の安

全生産監督管理部門に申請して調査と判定を行わなければならない。 

http://www.moh.gov.cn/mohzcfgs/s3576/201302/72c11ed245a14cfd8207ffeb3d7f1c8c.sht

ml 

 

中古電器電子製品流通管理弁法 

商務部が 21 日、15 日に公布の『中古電器電子製品流通管理弁法』を正式発表した。弁

法により、経営者が中古電器電子製品を買い付ける際に、買付製品の登記を行い、登記

情報として中古電器電子製品の品名、ブランド、規格、販売者の原始購入証明書又は販売

者の身分情報等を登記しなければならない。経営者が中古電器電子製品を販売する際、

製品品質性能状況、主要パーツの修理、改修等関連状況を購買者に明示しなければなら

ない。改修製品は新品のように販売することを禁止する。経営者が販売証明書又はインボ

イスを購買者に発行し、且つ取引双方に別途約定が有る場合を除き、少なくとも 3 ヶ月間の

無料修理サービスを提供しなければならない。中古電器電子製品が「三包」（修理、交換、

返品）有効期間内であれば、経営者は法に従って「三包」の責任を履行しなければならな

い。 

全文：http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201303/20130300062999.shtml 

 

対外投資合作領域競争行為規範規定 

商務部が 22 日、18 日に公布の『対外

投資合作領域競争行為規範規定』を正

式発表した。規定により、企業は中国機

構の与信資金を使用する予定のプロジ

ェクトを請け負う際に、関連金融と保険

機構の貸付引受、保険引受趣意書を取

得する前に、プロジェクトのために融資

を提供することを対外に承諾してはなら

ない。 

全文：http://www.mofcom.gov.cn/article/h/redht/201303/20130300064019.shtml 

 

太魯閣（台湾）                 撮影：丁辰 


